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令和元年 第１２回栗原市農業委員会総会議事録 

 

 令和元年１２月２５日 午後１時３０分、下記の件の議定のため、令和元年第１２回栗

原市農業委員会総会を、栗原市役所金成庁舎に招集した。 

 

 

日程第 １ 議事録署名委員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第  ３  事務報告 

日程第 ４ 報告第 １号 農地の現状変更届出について 

日程第 ５ 報告第 ２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第 ６ 報告第 ３号 使用貸借権の解約通知について 

日程第 ７ 議案第 １号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ８ 議案第 ２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

日程第 ９ 議案第 ３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第１０ 議案第 ４号 農用地利用集積計画について 

日程第１１ 議案第 ５号 農用地利用配分計画について 

日程第１２ 議案第 ６号 非農地証明願について 

 

 

１ 出席委員 （２２名） 

１番 三 浦  正 勝 委員、  ２番 大 黒  昭 夫 委員、  

３番 阿 部  一 信 委員、  ４番 吉 田  優 俊 委員、 

５番 岩 淵  敬 一 委員、  ６番 佐 竹  きみ子 委員、 

７番 狩 野  善 典 委員、  ８番 大 場  裕 之 委員、 

９番 曽 根  金 雄 委員、 １０番 千 葉  優 子 委員、 

  １１番 鈴 木  春 江 委員、 １２番 尾 形  陽一郎 委員、 

  １３番 及 川  正 一 委員、 １４番 多 田  仁 一 委員、 

１５番 佐々木  吉 司 委員、  

１７番 岩 渕    弘 委員、 １８番 佐々木    弘 委員、 

  １９番 佐 藤    勝 委員、 ２０番 狩 野  和 義 委員、 

  ２１番 秋 山  憲 義 委員、 ２２番 米 山  嘉 彦 委員、 

                   ２４番 鈴 木  康 則 会長 

 

 

２ 欠席委員 （２名） 

１６番 菅 原  英 俊 委員、 ２３番 黒 澤  光 啓 会長職務代理者 
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３ 議事に参与した者 

   事務局長補佐      阿 部  泰 憲 

   農地農政係 主幹兼係長 藤    広 実 

農地農政係 主 査   千 葉  美 香 

   農地農政係 主 事   千 葉  和 哉 

   農地農政係 主 事   菅 原  佑 太 

 

 

    （ 午後１時３０分 開会） 

 

 

議長 

ご起立願います。「ご苦労様です。」ご着席願います。 

ただいまから、令和元年 第１２回 栗原市農業委員会総会を開会いたします。 

 

 

議長 

ただいまの出席委員は、２２名であります。 

定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 

 

 

議長 

 欠席の通告があります。 

 議席番号１６番 菅原 英俊 委員、議席番号２３番 黒澤 光啓 会長職務代理者か

ら、所要のため欠席の通告があります。 

  

 

議長 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

なお、議案説明等のため、事務局長補佐ほか関係職員を出席させております。 

 

 

議長 

日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

議事録署名委員は、議席番号１８番 佐々木 弘 委員、 

議席番号１９番 佐藤 勝 委員の両名を指名いたします。 
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議長 

日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りいたします。 

本総会の会期は、本日１日間にしたいと思いますが、これに、ご異議ございませんか。 

 

―［異議なし］― 

 

議長 

ご異議なしと認めます。 

よって、本総会の会期は、本日１日間と決定いたしました。 

 

 

議長 

日程第３、事務報告を行います。 

事務局長補佐から報告いたします。 

 

事務局長補佐 

議案資料に基づき、１１月２７日から１２月２５日までに実施した事務・事業等の報

告並びに令和２年１月６日から２月１０日までに予定している事務・事業等について説

明。 

 

議長 

これで、日程第３、事務報告を終わります。 

 

 

議長 

 日程第４、報告第１号 農地の現状変更届出について、を報告します。 

 最初に、第１区の番号１番の１案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の田１筆 １，６８８㎡、現在、何も作付けされていな

い転作田が排水不良となっていることから、盛土による排水条件の改善を図り、完了後

は、転作田として野菜を作付する旨の１案件を説明。 

 

議長 

 次に、去る１２月１９日、議席番号８番 大場 裕之 委員、農地利用最適化推進委員

の 佐々木 耕太郎 委員及び 大澤 洋介 委員が現地確認調査を行っておりますので、
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その結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、佐々木 耕太郎 推進委員から報告願います。 

 

佐々木 耕太郎 推進委員 

 報告第１号 農地の現状変更届の番号１番について、去る１２月１９日に現地確認を行

ってきました。 

 申請地の周辺は、申請人の所有農地であり、また、申請地は湿田状態となっておりまし

た。このことから、盛土により排水条件の改善は、農地の有効利用から考えましても、特

に問題はないものと確認してまいりましたので、報告いたします。 

 

議長 

次に、第２区の番号２番から５番までの４案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

第２区の番号２番は、金成地区の田９筆 １０，４７２㎡、現在９筆となっている田に

市道改良工事に伴う残土を利用し、盛土により耕作条件の改善を図り、改善後は、４筆の

田にする旨の１案件、 

番号３番は、金成地区の田２筆 ２，６２０㎡、 

番号４番は、金成地区の田４筆 １，９９１㎡、 

番号５番は、金成地区の田１筆 １，０２３㎡、畑２筆 １，８４１㎡の内１，６２１

㎡、合計 ２，８６４㎡の内２，６４４㎡、いずれも、道路や水路から低くなっているこ

とから、市道改良工事に伴う残土を利用し、盛土による耕作条件の改善を図り、改善後は

牧草を作付けする旨の３案件 

以上、４案件を説明。 

 

議長 

 次に、去る１２月２０日、議席番号１１番 鈴木 春江 委員、農地利用最適化推進委

員の 千葉 和恵 委員及び 氏家 勝子 委員が現地確認調査を行っておりますので、

その結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、議席番号１１番 鈴木 春江 委員から報告願います。 

 

１１番 鈴木 春江 委員 

 報告第１号 農地の現状変更届の番号２番から５番までについて、去る１２月２０日に

書類審査及び現地確認を行ってきましたので報告いたします。 

 詳細については、事務局から説明があったとおりであり、番号２番は、段差のある９枚

の田んぼを４枚の田んぼに整地するもの、その他についても、現在転作田となっている田

んぼを盛土により整地し、耕作条件の改善を図り牧草を作付けするものであり、周辺農地
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に与える影響もないものと見てまいりました。以上であります。 

 

議長 

 これで、日程第４、報告第１号 農地の現状変更届出について、報告を終わります。 

 

 

議長 

 日程第５、報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、を報告しま

す。 

第１区の番号１番から９番までの９案件、第２区の番号１０番から１９番までの１０案

件、第３区の番号２０番から２６番までの７案件、併せて２６案件について、事務局から

報告いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の田９筆 １０，９３９㎡、 

番号２番は、築館地区の田４筆 ４，０２９㎡、 

番号３番は、築館地区の田１筆 ４，９３９㎡、いずれも、双方合意による農地法第３

条の賃貸借権設定解約の３案件、 

番号４番は、築館地区の田４筆 ８，４３９㎡、双方合意による基盤法の賃貸借権設定

解約の１案件、 

番号５番は、一迫地区の田２筆 ２，４９４㎡、双方合意による農地法第３条の賃貸借

権設定解約の１案件、 

番号６番は、一迫地区の田４筆 ６，４４０㎡、売買のためによる基盤法の賃貸借権設

定解約の１案件、 

番号７番は、瀬峰地区の田９筆 １４，２７６㎡、 

番号８番は、瀬峰地区の田３筆 ４，６３８㎡、 

番号９番は、瀬峰地区の田２筆 ２，３１４㎡、いずれも、双方合意による農地法第３

条の賃貸借権設定解約の３案件、 

第２区の番号１０番は、若柳地区の田５筆 １，８２６㎡、畑１筆 ６８２㎡、合計 

２，５０８㎡、売買のためによる農地法第３条の賃貸借権設定解約の１案件、 

番号１１番は、若柳地区の田３筆 １３，０２２㎡、新たに賃貸借権設定を行うために

よる農地法第３条の賃貸借権設定解約の１案件、 

番号１２番は、若柳地区の田３筆 ５，４３８㎡、贈与を行うためによる農地法第３条

の賃貸借権設定解約の１案件、 

番号１３番は、若柳地区の田８筆 １２，４５７㎡、双方合意による基盤法の賃貸借権

設定解約の１案件、 

番号１４番及び１５番は関連で、若柳地区の田９筆 ２０，８９３㎡、双方合意による
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農地中間管理事業の賃貸借権設定解約の２案件、 

番号１６番は、金成地区の田３筆 ５，３６９㎡、双方合意による農地法第３条の賃貸

借権設定解約の１案件、 

番号１７番は、金成地区の田２筆 ２，０２５㎡、 

番号１８番は、金成地区の田５筆 ５，１４７㎡、いずれも、双方合意による基盤法の

賃貸借権設定解約の２案件、 

番号１９番は、志波姫地区の田１筆 ２９６㎡、売買を行うためによる農地法第３条の

賃貸借権設定解約の１案件、 

第３区の番号２０番は、栗駒地区の田５筆 ７，６１６㎡、双方合意による農地法第３

条の賃貸借権設定解約の１案件、 

番号２１番は、鶯沢地区の田１筆 １，３２３㎡、双方合意による農地法第３条の賃貸

借権設定解約の１案件、 

番号２２番は、鶯沢地区の田４筆 ６，１７５㎡、 

番号２３番は、鶯沢地区の田３筆 ７，００３㎡、いずれも、双方合意による基盤法の

賃貸借権設定解約の２案件、 

番号２４番及び２５番は関連で、鶯沢地区の田１１筆 ９，２３４㎡、双方合意による

農地中間管理事業の賃貸借権設定解約の２案件、 

番号２６番は、花山地区の田３１筆 ２５，２２７㎡、売買を行うためによる基盤法の

賃貸借権設定解約の１案件、 

以上、２６案件を説明報告。 

 

議長 

これで、日程第５、報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、報

告を終わります。 

 

 

議長 

日程第６、報告第３号 使用貸借権の解約通知について、を報告します。 

第１区の番号１番の１案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

第 1区の番号 1番は、瀬峰地区の田１筆 ９８５㎡、双方合意による農地法第３条の使

用貸借権設定解約の１案件を説明報告。  

 

議長 

これで、日程第６、報告第３号 使用貸借権の解約通知について、報告を終わります。 
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議長 

日程第７、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議題としま

す。 

初めに、第１区の番号１番から１６番までの１６案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の田１筆 ５８７㎡、耕作利便を図るためによる所有

権移転売買の１案件、 

番号２番は、築館地区の田１筆 １，５２１㎡、 

番号３番は、築館地区の畑１筆 ３９２㎡、いずれも、相手方の要望による所有権移

転売買の２案件、 

番号４番は、築館地区の田１筆 ３４㎡、耕作の利便を図るためによる所有権移転贈与

の１案件、 

番号５番は、築館地区の田１筆 ７，８５１㎡、 

番号６番は、築館地区の田１筆 ２，７４５㎡、 

番号７番は、築館地区の田７筆 ６，５５１㎡、畑１筆 ２，０５９㎡、合計 ８，６

１０㎡、いずれも、相手方の要望による賃貸借権設定の３案件、 

番号８番は、高清水地区の田２筆 ３，５２４㎡、経営規模拡大による所有権移転売買

の１案件、 

番号９番は、高清水地区の田１筆 １，６６５㎡、相手方の要望による所有権移転贈与

の１案件、 

番号１０番は、一迫地区の田３筆 ４，８３５㎡、 

番号１１番は、一迫地区の田１筆 ８５２㎡、いずれも、相手方の要望による所有権移

転売買の２案件、 

番号１２番は、瀬峰地区の田１筆 ８９０㎡、相手方の要望による所有権移転売買の１

案件、 

番号１３番は、瀬峰地区の田２筆 ２，０３１㎡、市外取得者の案件で、相手方の要望

による所有権移転売買の１案件、 

番号１４番は、瀬峰地区の田１９筆 ６４，１４０㎡、畑１筆 １，０６２㎡、合計 

６５，２０２㎡、農業後継者へ経営継承するためによる所有権移転贈与の１案件、 

番号１５番は、瀬峰地区の田３筆 ４，６３８㎡、 

番号１６番は、瀬峰地区の田２筆 ２，３１４㎡、いずれも、相手方の要望による賃貸

借権設定の２案件、 

以上、１６案件が許可要件を満たしていることを説明。 
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議長 

次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、大澤 洋介 推進委員から報告願います。 

 

大澤 洋介 推進委員 

議案第１号、農地法第３条許可申請の番号１番から１６番までの１６案件について、報

告いたします。 

詳細については、事務局から説明があったとおりあり、所有権移転売買や贈与、賃貸借

権設定が主な内容であります。また、市外者取得案件については、小山田川沿岸土地改良

区域内の農地となっており、譲受人も土地改良区の組合員になっておりますことから、許

可にあたっては、特に問題はないものと判断しました。 

以上、ご審議の程よろしくお願いします。  

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」― 

 

議長 

質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号１７番から３９番までの２３案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号１７番は、若柳地区の田１筆 １０３㎡、 

番号１８番は、若柳地区の田２筆 １，３２５㎡、いずれも、相手方の要望による、所

有権移転売買の２案件、 

番号１９番は、若柳地区の田１筆 １，３０３㎡、経営規模拡大による所有権移転売買

の１案件、 

番号２０番は、若柳地区の畑１筆 ７９㎡、相手方の要望による所有権移転売買の１案

件、 

番号２１番は、若柳地区の田３筆 ５，４３８㎡、相手方の要望による所有権移転贈与

の１案件、 

番号２２番は、若柳地区の田１筆 ６２㎡、経営の合理化による所有権移転贈与の１案

件、 
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番号２３番は、若柳地区の田８筆 １３，６１２㎡、経営の合理化による賃貸借権設定

の１案件、 

番号２４番は、若柳地区の田３筆 １３，０２２㎡、経営規模拡大による賃貸借権設定

の１案件、 

番号２５番は、若柳地区の田１筆 ２，６４９㎡、 

番号２６番は、若柳地区の田３筆 ６，４１１㎡、 

番号２７番は、若柳地区の田１筆 ２，９６７㎡、 

番号２８番は、若柳地区の田１筆 ９３６㎡、いずれも、相手方の要望による賃貸借権

設定の４案件、 

番号２９番は、若柳地区の田４筆 ７，３６２㎡、畑１筆 １５１㎡、合計 ７，５１

３㎡、農業者年金継続受給の経営継承による使用貸借権設定の１案件、 

番号３０番は、金成地区の田１０筆 ５，９９９㎡、 

番号３１番は、金成地区の田１筆 ５９７㎡、いずれも、相手方の要望による所有権移

転売買の２案件、 

番号３２番は、金成地区の畑１筆 ２７２㎡、相手方の要望による所有権移転贈与の１

案件、 

番号３３番は、総会審議前に本人から取り下げ申請があったことから、取り下げする旨

の１案件、 

番号３４番は、金成地区の田４筆 ８，２３４㎡、畑４筆 ７０３㎡、合計 ８，９３

７㎡、農業後継者への経営継承による所有権移転贈与の１案件、 

番号３５番は、金成地区の田１筆 １２６㎡、経営の合理化による所有権移転贈与の１

案件、 

番号３６番は、志波姫地区の田１筆 ４８５㎡、 

番号３７番は、志波姫地区の田１筆 ２９６㎡、いずれも、相手方の要望による所有権

移転売買の２案件、 

番号３８番は、志波姫地区の田４筆 ５，２８１㎡、相手方の要望による賃貸借権設定

の１案件、 

番号３９番は、志波姫地区の田３０筆 ７０，０５２㎡、農業者年金需給の経営継承に

よる使用貸借権設定の１案件、 

以上、取り下げを除く２２案件が許可要件を満たしているころを説明。 

 

議長 

次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、議席番号１１番 鈴木 春江 委員から報告願います。 

 

１１番 鈴木 春江 委員 

議案第１号 農地法第３条許可申請について、去る１２月２０日に書類審査による調
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査を行いましたので、報告いたします。 

番号１７番から３９番までの詳細については、事務局から説明があったとおりであり、

労力不足による所有権移転売買や賃貸借権設定、農業後継者への所有権移転贈与や使用貸

借権設定となっており、許可にあたっては、特に問題はないものと判断しました。 

ご審議の程よろしくお願いします。  

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

次に、第３区の番号４０番から４９番までの１０案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第３区の番号４０番は、栗駒地区の田１筆 ７３１㎡、相手方の要望による所有権移転

売買の１案件、 

番号４１番は、栗駒地区の田５筆 ３，０４１㎡、経営規模拡大による所有権移転売買

の１案件、 

番号４２番は、栗駒地区の田２２筆 ３９，０１１㎡、畑３筆 ３，２２３㎡、合計 

４２，２３４㎡、農業後継者へ経営継承するためによる所有権移転贈与の１案件、 

番号４３番は、栗駒地区の畑１筆 １２３㎡、 

番号４４番は、栗駒地区の田１筆 １３３㎡、いずれも、経営規模拡大による所有権移

転贈与の２案件、 

番号４５番は、栗駒地区の田１筆 ９３３㎡、相手方の要望による所有権移転贈与の１

案件、 

番号４６番は、栗駒地区の田１１筆 １８，０６３㎡、相手方の要望による賃貸借権設

定の１案件、 

番号４７番は、栗駒地区の田２筆 １２２．７６㎡、電線管を地中に埋設するためによ

る区分地上権設定の１案件、 

番号４８番は、花山地区の田１２筆 ７，５１８㎡、相手方の要望による所有権移転売

買の１案件、 

番号４９番は、花山地区の田９筆 ９，３４９㎡、畑１筆 １８７㎡、合計 ９，５３
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６㎡、農業経営を開始するためによる所有権移転売買の１案件、 

以上、１０案件が許可要件を満たしているころを説明。 

 

議長 

次に、去る１２月２０日、議席番号１０番 千葉 優子 委員、農地利用最適化推進委

員の 佐藤 東一 委員及び 佐藤 憲一 委員が現地確認調査を行っておりますので、

その結果の報告をお願いいたします。 

それでは、佐藤 東一 推進委員から報告願います。 

 

佐藤 東一 推進委員 

農地法第３条許可申請について、１２月２０日に栗駒総合支所で書類審査及び番号４

７番の地上権設定については、現地確認を行ってまいりました。 

詳細については、事務局から説明があったとおりであり、いずれの案件においても、

許可にあたっては、特に問題はないものと判断してまいりましたので、報告します。 

ご審議の程、よろしくお願いいたします。  

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番号１番から

３２番までの３２案件、番号３４番から４９番までの１６案件、併せて４８案件は、原案

のとおり許可することに、ご異議ございませんか。  

 

  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第７、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番号

１番から３２番までの３２案件、番号３４番から３９番までの１６案件、併せて４８案件

は、原案のとおり、許可することに決定いたしました。  
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議長 

日程第８、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について、を議題としま

す。 

第１区の番号１番の１案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、議案第３号 農地法第５条許可申請の番号４番と関連がある同一

事業の案件で、築館地区の田１筆 １，８８１㎡を業務用地として転用し、宅地造成され

る隣地に貸駐車場を造成するものであり、農地区分は、都市計画区域内の第１種居住用地

に指定されていることから、第３種農地に該当する旨の１案件が許可要件を満たしている

ころを説明。 

 

議長 

次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、佐々木 耕太郎 推進委員から報告願います。 

 

佐々木  耕太郎 推進委員 

議案第２号 農地法第４条許可申請の番号１番について、去る１２月１９日に現地を見

てまいりました。 

詳細については事務局から説明があったとおりであり、現地を見ますと、もう既に一部

が盛土されておりましたが、周辺は住宅や事務所が建ち並んでいる第１種住居区域であり

ますので、許可にあたっては、転用基準に照らし合わせても致し方ないものと見てまいり

ました。 

ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

  

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」― 

 

議長（会長） 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請についての、番号１番の１

案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。  
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  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第８、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請についての、番号

１番の１案件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、意見を附して、宮城県知事に送付いたします。 

 

 

議長 

日程第９、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について、を議題としま

す。 

初めに、第１区の番号１番から４番までの４案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の畑２筆 ２３３．４０㎡を所有権移転売買により譲り

受け、住宅用地として転用し、駐車場を造成するものであり、農地区分は、都市計画区域

内の第１種居住用地に指定されていることから、第３種農地に該当する旨の１案件、 

番号２番及び番号３番は同一事業案件で、 

番号２番は、築館地区の田１筆 ３，０１９㎡、 

番号３番は、築館地区の田２筆 ５７２㎡、いずれも、所有権移転売買により譲り受け

住宅用地として転用し、住宅用地を造成して販売するものであり、農地区分は、都市計画

区域内の第１種居住用地に指定されていることから、第３種農地に該当する案件であるが

面積が３，０００㎡を越えることから、県の常設審議会で意見を聴取する旨の１案件、 

番号４番は、議案第２号 農地法第４条許可申請の番号１番と関連のある案件で、築館

地区の田１筆 ３４㎡を所有権移転贈与により譲り受け、業務用地として転用し、宅地造

成される隣地に貸駐車場を造成するものであり、農地区分は、都市計画区域内の第１種居

住用地に指定されていることから、第３種農地に該当する旨の１案件、 

以上、４案件が許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、議席番号８番 大場 裕之 委員から報告願います。 

 

８番 大場 裕之 委員 

議案３号 農地法第５条許可申請について、去る１２月１９日に現地調査を行ってまい
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りました。 

詳細については、事務局から説明があったとおりでありますが、 

番号４番は、先に審議した第４条許可申請で説明したとおり、市街化区域の住宅密集地

に、番号２番・３番に関連した駐車場を造成するものと捉えており、特に問題はないもの

と、 

番号２番・３番は、３，０００㎡を越える案件ではありますが、これも、市街化区域の

住宅密集地に宅地を造成するということでありますが、規則でも認められているものでも

ありますし、また、計画図面でもわかるように、土砂の流失等もないような計画となって

おりますことから、致し方ないものと、 

番号 1番も、市街化区域の住宅密集地にある畑でありますが、周辺も宅地化が進み畑作

の態をなしていない状況でありましたので、特に問題はないものと見てまいりました。 

以上、委員皆様のご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号５番及び６番の２案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号５番は、若柳地区の畑１筆 ２８９㎡、所有権移転売買により譲り受け、

住宅用地として転用し、住宅及び駐車場を建築造成するものであり、農地区分は、都市計

画区域内の第１種居住用地に指定されていることから、第３種農地に該当する旨の１案

件、 

番号６番は、志波姫地区の畑１筆 ３９６㎡、所有権移転売買により譲り受け、業務用

地として転用し、太陽光発電施設を設置して売電収入を得るものであり、農地区分は、水

管、下水管が埋設されている道路の沿道の区域であって、概ね５００ｍ以内に公共・公益

的施設が存することから、第３種農地に該当する旨の１案件、 

以上、２案件が許可要件を満たしているころを説明。 

 

 



 15 

議長 

 次に現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、千葉 和恵 推進委員から報告願います。 

 

千葉 和恵 推進委員 

農地法第５条申請について、去る１２月２０日に現地を確認してまいりました。 

番号５番は、住宅地の中にある畑であり、現地を見ますと、一部にブルーベリーが作付

けされておりましたが、その他は荒れている状況でありましたので、特に問題はないもの

と見てきました。 

番号６番も、市営住宅やアパートが建ち並ぶ地域で、何も作付けされていない畑であり

ました。申請地周辺の隣接者からも同意も得ているという案件でありますので、特に問題

ないものと判断してきました。 

以上、ご審議の程、よろしくお願いします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請についての、番号１番から

６番までの６案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第９、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請についての、番号

１番から６番までの６案件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 

議長 

ここで、午後 ２時４０分まで休憩とします。 

 （休憩 午後 ２時３０分から２時４０分まで） 
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議長 

それでは、休憩をとき、会議を再開します。（午後 ２時４０分） 

日程第１０、議案第４号、農用地利用集積計画について、を議題とします。 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限に該当する案 

件がありますので、先に審議を行います。 

初めに、第１区の番号４番の１案件を審議します。 

議席番号１３番 及川 正一 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 

議長 

暫時休憩します。（午後 ２時４１分）（１３番 及川 正一 委員 退席） 

 

議長 

会議を再開します。（午後 ２時４１分） 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号４番は、高清水地区の田１筆 ２５０㎡、所有権移転売買である旨の１案

件を説明。 

 

議長 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」― 

 

議長 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号４番の１案件は、原案を

可とすることにご異議ございませんか。  

 

  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１０、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号４番の１案件

は、原案を可とすることに決しました。 
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なお、その旨、栗原市長に通知します。  

 

議長 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号１

３番 及川 正一 委員の入場を許可します。 

 

議長 

暫時休憩します。（午後 ２時４３分） 

 

議長 

会議を再開します。（午後 ２時４３分） 

次に、第２区の番号１８番から２０番までの３案件、第３区の番号２５番の１案件、

併せて４案件を審議します。 

議席番号１９番 佐藤 勝 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 

議長 

暫時休憩します。（午後 ２時４４分）（１９番 佐藤 勝 委員 退席） 

 

議長 

会議を再開します。（午後 ２時４４分） 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号１８番は、金成地区の田１０筆 １０，９８１㎡、 

番号１９番は、金成地区の田７筆 ３，３１１㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定であ

る旨の２案件、 

番号２０番は、金成地区の田１５筆 １３，２７５㎡、新規及び更新の賃貸借権設定で

ある旨の１案件、 

第３区の番号２５番は、栗駒地区の田１２筆 １３，１９４㎡、新規の賃貸借権設定で

ある旨の１案件、 

以上、４案件を説明。 

 

議長 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 
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―「質疑なし」― 

 

議長 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号１８番から２０番までの

３案件、番号２５番の１案件、併せて４案件は、原案を可とすることにご異議ございませ

んか。  

 

  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１０、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号１８番から２

０番までの３案件、番号２５番の１案件、併せて４案件は、原案を可とすることに決しま

した。 

なお、その旨、栗原市長に通知します。  

 

議長 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号１

９番 佐藤 勝 委員の入場を許可します。 

 

議長 

暫時休憩します。（午後 ２時４６分） 

 

議長 

会議を再開します。（午後 ２時４６分） 

次に、第１区の番号１番から３番までの３案件、番号５番から９番までの５案件、併

せて８案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の田２筆 ３，９０７㎡、 

番号２番は、築館地区の畑１筆 ４７３㎡、いずれも、所有権移転売買である旨の２案

件、 

番号３番は、高清水地区の田４筆 ７，７１１㎡、所有権移転売買である旨の１案件、

番号５番は、一迫地区の田１筆 １，６０５㎡、所有権移転売買である旨の１案件、 

番号６番は、一迫地区の田１６筆 １５，３５１㎡、新規の賃貸借権設定である旨の１
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案件、 

番号７番は、一迫地区の田５筆 ３，５８３㎡、更新の賃貸借権設定である旨の１案

件、 

番号８番は、一迫地区の田１３筆 ３１，８３１㎡、新規の農地中間管理事業による賃

貸借権設定である旨の１案件、 

番号９番は、瀬峰地区の田４筆 １３，６１３㎡、新規の賃貸借権設定である旨の１案

件、 

以上、８案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号１０番から１７番までの８案件、番号２１番から２４番までの４案

件、併せて１２案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号１０番は、若柳地区の田１筆 ２，０２３㎡、所有権移転売買である旨の

１案件、 

番号１１番は、若柳地区の田６筆 ６，０５２㎡、 

番号１２番は、若柳地区の田１４筆 １０，９９８㎡、 

番号１３番は、若柳地区の田１筆 ８３９㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定である旨

の３案件、 

番号１４番は、金成地区の田３筆 ２，１０５㎡、 

番号１５番は、金成地区の田２３筆 ２１，１９６㎡、 

番号１６番は、金成地区の田６筆 ５，０６５㎡、いずれも、所有権移転売買である旨

の３案件、 

番号１７番は、金成地区の田７筆 １２，５０２㎡、新規の賃貸借権設定である旨の１

案件、 

番号２１番は、金成地区の田２筆 ３，７３８㎡、更新の賃貸借権設定である旨の１案

件、 

番号２２番は、志波姫地区の田１筆 １，７７９㎡、所有権移転売買である旨の１案件、 
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番号２３番は、志波姫地区の田２筆 ３，１９７㎡、 

番号２４番は、志波姫地区の田２筆 ５，７５７㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定で

ある旨の２案件、 

以上、１２案件を説明。 

 

議長 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

次に、第３区の番号２６番から３１番までの６案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第３区の番号２６番は、鶯沢地区の田３筆 ６，５０１㎡、 

番号２７番は、鶯沢地区の田９筆 ８，８７７㎡、 

番号２８番は、鶯沢地区の田３１筆 ２７，２８０㎡、 

番号２９番は、鶯沢地区の田４筆 ６，１７５㎡、 

番号３０番は、鴬沢地区の田３筆 ７，００３㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定であ

る旨の５案件、 

番号３１番は、花山地区の田８筆 ６，９９５㎡、所有権移転売買である旨の１案件、 

以上、６案件を説明。 

 

議長 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

それでは、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号１番から３番までの３案

件、番号５番から１７番までの１３案件、番号２１番から２４番までの４案件、番号２６

番から３１番までの６案件、併せて２６案件は、原案を可とすることにご異議ございませ
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んか。 

 

  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１０、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号１番から３番

までの３案件、番号５番から１７番までの１３案件、番号２１番から２４番までの４案

件、番号２６番から３１番までの６案件、併せて２６案件は、原案を可とすることに決し

ました。 

なお、その旨、栗原市長に通知いたします。  

 

 

議長（会長） 

日程第１１、議案第５号 農用地利用配分計画について、を議題といたします。 

 第１区の番号１番の１案件を審議します。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、議案第４号 農用地利用集積計画についての番号８番関連案件で、

一迫地区の田１３筆 ３１，３８１㎡、新規の農地中間管理事業による賃貸借権設定であ

る旨の１案件を説明。 

 

議長（会長） 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

それでは、議案第５号、農用地利用配分計画についての、番号１番の１案件は、原案を

可とすることに、ご異議ございませんか。  

 

   ―「異議なし」― 
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議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１１、議案第５号 農用地利用配分計画についての、番号１番の１案件

は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

 

議長 

 日程第１２、議案第６号 非農地証明願について、を議題とします。 

初めに、第２区の番号１番及び２番の２案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号１番は、若柳地区の畑１筆 １２８㎡、願出地は、先代が居宅を建てた昭

和５２年ごろから庭木が植えてあり、宅地の一部として使用し、現在に至っているもので

あり、宅地への地目変更を願い出た旨の１案件、 

番号２番は、志波姫地区の田１筆 ３２８㎡、願出地は、昭和６０年ごろから湿地で農

機具も入れなく耕作できずにいたところ、原野化してしまい、現在に至っているものであ

り、原野への地目変更を願い出た旨の１案件、 

以上、２案件を説明。 

 

議長 

 次に現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、氏家 勝子 推進委員から報告願います。 

 

氏家 勝子 推進委員 

 議案第４号 非農地証明願について、去る１２月２０日に現地を確認してきましたの

で、報告します。 

番号１番は、所有者が県外に住んでいることから、屋敷も廃屋化されておりました。願

出地は、宅地続きの一角の土地となっており、形状から耕作困難な土地となっており、屋

敷同様に荒廃化されておりました。 

番号２番は、隣接する山林・原野と一体化されており、農地への乗入れ口も見受けられ

ず、耕作できる状況ではありませんでした。 

以上のことから、番号１番及び２番は、農地法の適用を受けない農地としてみてまいり

ましたので、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 
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議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

議長 

 質疑なしと認めます。 

次に、第３区の番号３番の１案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第３区の番号３番は、栗駒地区の田２筆 ２４７㎡、願出地は、昭和４７年に先代の父

が居宅を建築した以降、宅地敷きとして利用し、現在に至っているものであり、宅地への

地目変更を願い出た旨の１案件を説明。 

 

議長 

 次に現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、議席番号１０番 千葉 優子 委員から報告願います。 

 

１０番 千葉 優子 委員 

 非農地証明願の番号３番について、去る１２月２０日に現地を確認してきました。 

詳細については事務局から説明があったとおりでありますが、現況を見ますと、古い居

宅が建っており、廻りもスーパーや住宅が建ち並ぶ住宅街でありました。また、既存建物

の改修工事に着手しているようでもありました。 

以上のことから、許可にあたっては、特に問題はないものと見てまいりましたので、ご

審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 
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それでは、議案第６号、非農地証明願についての、番号１番から３番までの３案件は、

原案のとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

      

―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１２、議案第６号 非農地証明願についての、番号１番から３番までの

３案件は、原案のとおり、承認することに決しました。 

 

 

議長（会長） 

 以上をもちまして、会議案件は全て議了いたしました。 

これで、令和元年 第１２回 栗原市農業委員会 総会を閉会いたします。 

ご起立願います。ご苦労様でした。 

 

 

 

  ＜ 午後 ３時１０分 閉会 ＞ 

 

 

 

本会議の顛末を記録し、その正当なることを証するためここに署名捺印する。 

 

 

          議     長                 

 

 

          議事録署名委員                 

 

 

          議事録署名委員                 


